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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床板に穿設した取付孔に貫通金具を固定し、この貫通金具と洗面台，流し台，浴室，ト
イレ等に設けた止水栓の間に鞘管を配設し、湯，水用の各ヘッダと前記止水栓を接続する
通水管を、床板の下部から貫通金具，鞘管内に挿通した通水管の接続構造において、前記
貫通金具と通水管との間にはその隙間を調節するためのスペーサを装着可能としたことを
特徴とする通水管の接続構造。
【請求項２】
　前記スペーサは、貫通金具に挿通する外径の異なる通水管に応じて入れ替え可能にした
ことを特徴とする請求項１記載の通水管の接続構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、床下，壁裏等に配管された湯，水用の通水管を洗面台，流し台，浴室，トイレ
等の止水栓に接続する構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に集合住宅，戸建住宅等において、洗面台，流し台，浴室，トイレ等へ給水，給湯配
管の施工を行う場合、建物の躯体工事の際に湯，水の各ヘッダと水栓との間で床下や壁裏
に蛇腹状の鞘管をタコ足状に配設しておき、設備工事の際にこの鞘管内に給水，給湯用の
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通水管を挿通させる鞘管工法が行われている。この例を図４について簡単に説明すると、
蛇腹状の鞘管５０を床板５１の下に配設して動かないように固定しておき、床板５１には
洗面台５５の天板５６に取り付けられている水栓５７、及び湯，水用の連結管５８と同一
垂直線上に貫通金具５２を固定し、後からポリブデンやポリエチレン管等の合成樹脂で形
成した通水管５３を鞘管５０及び貫通金具５２に挿通し、通水管５３は床上で一方は給湯
用ヘッダ及び給水用ヘッダ（何れも図示省略）に接続し、他方は貫通金具５２の上部を鞘
管５０で覆って止水栓５４に接続しており、通水管５３を通過した湯，水は止水栓５４か
ら連結管５８を介して水栓５７へ供給され、水栓５７の吐水管５９から湯水を供給するも
のである。
【０００３】
上記のものにあっては、通水管は貫通金具の内部では挿通するのみで支持されておらず、
不安定な状態で床上の高い位置にある止水栓に接続してあり、また、通水管と鞘管内周面
の間には隙間が存在しているため、湯，水が通水管を通過したり、管内の湯，水の流れが
急に止まった場合に圧力が急増することで発生するウォーターハンマー現象により、通水
管は鞘管内周面に衝突し大きな異常音が発生するので、居住者に不快感を与えるものであ
った。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明が解決しようとする課題は、湯，水用の各ヘッダと止水栓を接続する通水管を、床
板に固定した貫通金具及び鞘管内に挿通する通水管の接続構造において、通水時，止水時
に通水管が貫通金具及び鞘管内で振動しないようにし、異常音の発生を防止することであ
る。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は請求項１では、床板に穿設した取付孔に貫通金具を固定し、この貫通金具と洗面
台，流し台，浴室，トイレ等に設けた止水栓の間に鞘管を配設し、湯，水用の各ヘッダと
前記止水栓を接続する通水管を、床板の下部から貫通金具，鞘管内に挿通した通水管の接
続構造において、前記貫通金具と通水管との間にはその隙間を調節するためのスペーサを
装着可能としたものである。
【０００６】
請求項２では前記スペーサは、貫通金具に挿通する外径の異なる通水管に応じて入れ替え
可能にしたものである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図に基づいて詳細に説明する。
本発明は図１に示すように、洗面台，流し台，浴室，トイレ等のうち洗面台１は背面を壁
２に沿って設置し、湯水混合水栓よりなる水栓３と、この水栓３が取り付けられる天板７
と、この天板７を上載するキャビネット９と、天板７の前面に固定した洗面ボウル１０と
を設け、この洗面ボウル１０の底部には排水口１１を設けて、キャビネット９の内部に配
置されている配水管１２により洗面ボウル１０に溜まる湯水は外部へ排出される。
【０００８】
前記水栓３は、下部に延長した雄ねじ部４を天板７に穿設した取付孔８に上部から挿通し
て、天板７下部のキャビネット９内部から固定ナット５を雄ねじ部４に螺着することで天
板７に固定しており、この雄ねじ部４の下部には樹脂又はゴム等の簡単に曲げることがで
き、耐圧性及び耐熱性に優れた材質からなる湯，水用の連結管６を接続している。
【０００９】
湯及び水用の通水管１３は容易に屈曲できる合成樹脂製のポリブデンやポリエチレン管等
で形成し、外周面に被覆材１４を覆って装着することで外部と接触して傷付くことがない
ように保護し、床板１５の下では建物の躯体工事の際に予め配設された蛇腹状の鞘管１７
内に押し込むことで鞘管１７により覆われて外部から保護されており、上流側を湯及び水
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の各ヘッダ（何れも図示省略）に接続し、下流側はキャビネット９内に向けて垂直方向に
折り曲げ、床板１５に穿設した取付孔１６に固定した後述する貫通金具２０に挿通し、先
端にはハンドル１９を回転操作することで水栓３への湯，水の止水，通水を可能にする止
水栓１８が装着され、この止水栓１８の上部を前記連結管６と接続している。
【００１０】
前記貫通金具２０は図２に示すように、下部材２１と上部材２８を上下に重ね合わせ、ビ
ス２７により床板１５に固定されるものであり、両部材２１，２８の間にはスペーサ３７
を装着したり、図３のように取り外すことができるものである。
【００１１】
前記下部材２１は通水管１３が挿通できる内径の貫通孔２２を設けた略円筒状に形成し、
貫通孔２２の下端は通水管１３を下方から挿通する際に、通水管１３を覆っている被覆材
１４が接触してめくれることなく円滑に挿入できるように、下部内径が貫通孔２２より大
径となるように傾斜させ先端を鋭角とした環状の挿入面２３を形成し、上部には外周面を
大径として、床板１５の取付孔１６周縁と上下に向かい合って掛止される上側フランジ部
２４を形成している。この上側フランジ部２４は貫通孔２２との間に下部が小径となるよ
うに傾斜させた環状のテーパー面２５を形成し、このテーパー面２５により、後述する下
側スペーサ３８を貫通孔２２内に挿入した場合に、下部材２１に支持できるようにしてい
る。又、上側フランジ部２４の周面には、上部材２８の下側フランジ部２９に穿設された
ビス孔３０と上下に向かい合うネジ孔２６を穿設し、上部材２８のビス孔３０と下部材２
１のネジ孔２６を上下に向かい合わせて、ビス２７により両部材２１，２８を床板１５に
固定できるようにしている。
【００１２】
前記上部材２８は下部材２１よりやや大径の略円筒状で、内部の貫通孔３１の下方には通
水管１３が挿通し後述するスペーサ３７を挿入することのできる小径孔３２を形成し、小
径孔３２の下端には前記下部材２１のテーパー面２５と向かい合って下部が大径となるよ
うに傾斜させたテーパー面３３を形成し、上方にはこの小径孔３２より大径で通水管１３
を覆って保護する鞘管１７を装着可能な大径孔３４を形成し、大径孔３４の上端には内側
に向けて環状に突出した係止爪３５を突出し、この係止爪３５が大径孔３４に挿入される
鞘管１７の周壁に食い込み、鞘管１７を抜け止め可能にしている。
【００１３】
前記スペーサ３７は、貫通金具２０に通水管１３を挿通した際に、貫通金具２０の両部材
２１，２８と通水管１３の間に広い隙間ができる場合に装着するものであり、下部材２１
と上部材２８の間に狭着される床板１５下部への漏水防止用のパッキン３６を挟んで、上
下両側に装着する円筒状の下側スペーサ３８と上側スペーサ４２からなり、内径の異なる
スペーサを数種類用意し、使用される通水管に応じて内径が通水管の外径より僅かに大径
であるスペーサを選択して装着するものである。
【００１４】
前記下側スペーサ３８は貫通金具２０の下部材２１内周側に装着可能で、通水管１３が挿
通する挿通孔３９の下部周面は、通水管１３を下方から容易に挿入できるように、下端を
大径となるように傾斜させ先端を鋭角とした挿入面４０を形成し、上部には外周面に鍔部
４１を形成し、この鍔部４１を下部材２１のテーパー面２５に掛止し、下部材２１から落
下しないようにしている。
【００１５】
上側スペーサ４２は内部に下側スペーサ３８の挿通孔３９と同一径の挿通孔４３を形成し
、下部外周を突出して鍔部４４を形成し、この鍔部４４が上部材２８のテーパー面３３に
掛止している。
【００１６】
前記貫通金具２０を床板１５に固定するには、まず下部材２１を床板１５の取付孔１６に
上部から嵌合させておく。次に貫通金具２０を通過させる通水管１３の外径を予め確認し
ておき、貫通金具２０との間に大きな隙間ができる場合は、隙間ができないようにするた
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板１５の上部から下部材２１の貫通孔２２に挿入する。この時下側スペーサ３８の上部外
周面に形成されている鍔部４１が下部材２１のテーパー面２５に支持され、下部材２１か
ら下方に落下することはない。そして漏水防止用のパッキン３６，上側スペーサ４２，上
部材２８を順に下側スペーサ３８及び下部材２１の上面に載せ、ビス２７を上部材２８の
ビス孔３０に挿入して下部材２１のネジ孔２６に螺着すれば、貫通金具２０は床板１５に
固定される。
【００１７】
今、床板１５の下部に配設されている鞘管１７内に挿通させた通水管１３を、洗面台１に
取り付けた水栓３に連通している止水栓１８に接続するには、床板１５に固定した貫通金
具２０の各貫通孔２２，３１に、床板１５の下部から通水管１３の先端を垂直方向に立ち
上げ挿通させる。この場合に通水管１３と貫通金具２０の貫通孔２２，３１の間の隙間が
広いと、通水時，止水時に通水管１３が鞘管１７内で激しく振動するので、図２のように
貫通金具２０の内部にスペーサ３７を装着し、隙間が少ない場合は図３のようにスペーサ
３７は装着しなくてもよい。又、貫通金具２０の下部材２１及び下側スペーサ３８には、
下端にそれぞれ挿入面２３，４０が形成され入口の外径を広げているので、通水管１３は
引掛かることなくスムーズに挿入でき、通水管１３の被覆材１４が傷付くことはない。
【００１８】
【発明の効果】
　本発明では、床板に穿設した取付孔に貫通金具を固定し、この貫通金具と洗面台，流し
台，浴室，トイレ等に設けた止水栓の間に鞘管を配設し、湯，水用の各ヘッダと前記止水
栓を接続する通水管を、床板の下部から貫通金具，鞘管内に挿通した通水管の接続構造に
おいて、前記貫通金具と通水管との間にはその隙間を調節するためのスペーサを装着可能
としたので、通水時，止水時の鞘管内での通水管の振動及び異常音の発生を防止すること
ができ、居住者に不快感を与えることがない。
【００１９】
またスペーサは、貫通金具に挿通する外径の異なる通水管に応じて入れ替え可能にしたの
で、通水管が多種類あってもスペーサを入れ替えれば貫通金具の内径を変更でき、一つの
貫通金具で多種類の通水管に対応することができ、作業性が著しく向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による通水管の接続構造の説明図である。
【図２】図１の貫通金具の要部説明図で、スペーサを装着した状態である。
【図３】図１の貫通金具の要部説明図で、スペーサを外した状態である。
【図４】従来技術の説明図である。
【符号の説明】
１　　　　　　洗面台
１３　　　　　通水管
１５　　　　　床板
１６　　　　　取付孔
１７　　　　　鞘管
１８　　　　　止水栓
２０　　　　　貫通金具
３７　　　　　スペーサ
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